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第 498号 

令和 6年(2024年) 

3月 15日 

金曜日 

目 次 

告示 
○ 企業版ふるさと納税支援サービスを利用して納付される寄附金の指定収納事務委託に

関する告示（計画調整課） 

○ 企業版ふるさと納税支援サービスを利用して納付される寄附金の指定納付受託者の指

定（計画調整課） 

○ 行政書士の処分（市町村課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 令和６年度における物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争

入札に参加する者に必要な資格等（入札審査課） 

○ 彩北広域清掃組合一般廃棄物処理施設整備事業に係る中止の届出（環境政策課） 

○ 蓮田都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の新設に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 所沢都市計画事業の認可及び事業計画の変更の周知（道路街路課） 

○ 草加都市計画事業の認可及び事業計画の変更の周知（道路街路課） 

○ 志木都市計画事業の認可及び事業計画の変更の周知（道路街路課） 

○ 北本都市計画事業の認可及び事業計画の変更の周知（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 桶川都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 春日部都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 越谷都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 越谷都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 坂戸都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 



 

令和 6年(2024年)3月 15日 

 

○ 幸手都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 和光市白子三丁目中央土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の変更の届出（市街地整

備課） 

○ 和光市白子三丁目中央土地区画整理組合の定款の変更（市街地整備課） 

○ 建築基準法に基づく公開による意見の聴取告示（建築安全課） 

○ さいたま都市計画下水道事業さいたま公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 春日部都市計画下水道事業春日部公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 県道羽生外野栗橋線の供用の開始（行田県土整備事務所） 

○ 県道久喜騎西線の区域の変更（行田県土整備事務所） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

○ 埼玉県指定有形文化財の指定（文化資源課） 

○ 令和６年３月１日現在における選挙人名簿登録者数の 50 分の１の数等（選挙管理委員

会） 

正誤 
○ 埼玉県告示第 209号中訂正（建築安全課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
委
託
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  

企
業
版
ふ
る
さ

と
納
税
支
援
サ 

ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
納
付
さ
れ

る
寄
附
金
の
収

納
事
務 

委
託
事
務 

東
京
都
品
川
区
東
品
川
二
丁
目
三
番
十
一
号 

株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ 

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員 

山
北 

栄
二
郎 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
六
年
二
月
二

十
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日

ま
で 委

託
期
間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
納
付
に
つ
い
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指

定
納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

寄
附
金
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

         

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
日 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
支
援
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
納
付
さ
れ

る
寄
附
金 

寄

附

金 

東
京
都
品
川
区
東
品
川
二
丁
目
三
番
十
一

号 株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ 

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員 

山
北 
栄

二
郎 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
六
年
二
月
二
十

日
か
ら
令
和
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

指

定

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号 

 
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

処
分
を
受
け
た
行
政
書
士 

 

イ 

氏
名 

 
 

 

中
野 

美
春 

 

ロ 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
鴻
巣
市
原
馬
室
三
千
五
百
四
十
番
地 

 

ハ 

登
録
番
号 

 
 

 

第
〇
〇
一
三
〇
〇
一
八
号 

二 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
八
日 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

三
月
間
の
業
務
の
停
止
（
令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
六
月
十
四
日
ま
で
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号 

 
深
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

深

谷

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

四

年

度 

令

和

五

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

八

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

深
谷
第
四
十
三
地

区
（
東
方
の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
六
年
三
月

十
二
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号 

 
川
越
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

川

越

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

四

年

度 

令

和

五

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

八

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

南
古
谷
第
六
地
区

（
大
字
木
野
目
の

一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
六
年
三
月

十
二
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
物

品
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に
関
す
る
業
務
、
催
物
、

映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並
び
に
そ
の
他
業
務
並
び
に
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委

託
契
約
の
う
ち
、
令
和
六
年
度
に
お
い
て
県
が
締
結
す
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名

競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
申
請
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
物
品
の
買
入
れ
等

に
係
る
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号
）
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
資
格
審
査
の
申
請
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
入
札
公
告
に
お
い
て
別

に
定
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
八
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
田
市
か
ら
次
の
と
お
り
都
市
計
画

対
象
事
業
を
中
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

一 

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称 

 
 

 

彩
北
広
域
清
掃
組
合
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業 

 

二 

中
止
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

 

三 

中
止
の
理
由 

 

一
部
事
務
組
合
（
鴻
巣
行
田
北
本
環
境
資
源
組
合
）
に
よ
る
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
の
白

紙
解
消
の
た
め
。 

 

四 

都
市
計
画
対
象
事
業
の
実
施
区
域
の
現
況 

 
 

 

仮
囲
い
の
設
置 

 

五 

中
止
後
の
措
置 

 

令
和
四
年
四
月
一
日
に
行
田
羽
生
資
源
環
境
組
合
を
設
立
し
、
新
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業

に
移
行
し
た
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号 

 
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
桶
川
朝
日
店 

 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
朝
日
一
丁
目
十
三
番
二 

外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
月
三
十
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
三
百
九
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
三
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
五
十
分
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

オ
ー
ケ
ー
川
口
中
青
木
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
中
青
木
二
百
六
十
八
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

埼
栄
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

飯
塚
元
一 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
前
川
一
丁
目
一
番
七
十
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

二
宮
涼
太
郎 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三
番
六
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
七
百
四
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
一
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
三
三
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

五
三
・
六
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
六

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
皆
野
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
一
日
終

了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
羽
生
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
平
成
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
号
）
及
び
同
法
第
六
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計

画
の
変
更
の
認
可
の
告
示
（
令
和
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
旭
町
二
丁
目
十
三
番
地
六 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

平
成
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
号
所
沢
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
一
号
飯 

能
所
沢
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
二
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
二
号
）
及
び
同
法
第
六
十
三

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
事
業

計
画
の
変
更
の
認
可
の
告
示
（
令
和
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
一
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
二
号
草
加
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
三
号 

草
加
三
郷
線
及
び
三
・
三
・
四
号
浦
和
東
京
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
二
号
、
平
成
二
十
一
年
関
東
地
方
整
備
局
告 

 
 

示
第
百
四
十
号
、
平
成
二
十
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
二
十
九
号
及
び
平
成
三
十
一 

 
 

年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
四
十
二
号
の
事
業
地
の
う
ち
草
加
市
谷
塚
上
町
地
内
に
お
い 

 
 

て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
二
号
、
平
成
二
十
一
年
関
東
地
方
整
備
局
告 

 
 

示
第
百
四
十
号
、
平
成
二
十
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
二
十
九
号
及
び
平
成
三
十
一 

 
 

年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
四
十
二
号
の
事
業
地
に
草
加
市
谷
塚
上
町
地
内
を
加
え
る
。 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
平
成
三
十
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
十
八
号
）
及
び
同
法
第
六
十
三

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
事
業

計
画
の
変
更
の
認
可
の
告
示
（
令
和
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
一
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
六
百
七
十
八
番
地 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

平
成
三
十
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
十
八
号
志
木
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
中 

央
通
停
車
場
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
二
十
八
号
）
及
び
同
法
第
六

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
告
示
（
令
和
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
三
号
）
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
東
間
三
丁
目
百
四
十
三
番
地 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
二
十
八
号
北
本
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・ 

七
号
仲
仙
道 

四 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
八
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
十
九
年
十
月
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま
市

施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号
で
告
示
し
た
桶
川
都
市
計
画
道
路
事
業
（
桶
川
市
施
行
）

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号
で
告
示
し
た
春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
（
春
日
部
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号
及
び
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十

一
号
の
事
業
地
の
う
ち
埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
三
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
号
で
告
示
し
た
越
谷
都
市
計
画
道
路
事
業
（
越
谷
市
施
行
）
の
事

業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
号
で
告
示
し
た
越
谷
都
市
計
画
道
路
事
業
（
越
谷
市
施
行
）
の
事

業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号
で
告
示
し
た
坂
戸
都
市
計
画
道
路
事
業
（
坂
戸
市
施
行
）
の

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号
及
び
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一

号
の
事
業
地
の
う
ち
埼
玉
県
坂
戸
市
関
間
四
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
号
で
告
示
し
た
幸
手
都
市
計
画
道
路
事
業
（
宮
代
町
施
行
）
の

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
三
―
一
五
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
中
神
字
新
狭
山
九
百
八
十
二
番
の
一
部
外
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

九
百
七
十
八
・
六
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
七
五
〇
三
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

和
光
市
白
子
三
丁
目
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

（
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
） 

 

榎 

本 

俊 

夫 
 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
十
番
二
号 

 

小 

宮 

脩
二
朗 

 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
十
番
九
十
号 

  
 

（
就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
） 

 

榎 

本 

真
智
子 

 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
十
番
二
号 

 

鳥 

井 

俊 

之 
 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
十
一
番
二
十
二
号 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
の
一
部
及
び
大
字
下
新
倉
字
吹
久
原
の
全
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
下
新
倉
二
丁
目
十
五
番
四
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

第
六
条
中
の
事
務
所
所
在
地
を
「
埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
九
番
九
十
二
号
」
か
ら
「
埼 

 

玉
県
和
光
市
下
新
倉
二
丁
目
十
五
番
四
号
」
に
変
更
す
る
。 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号 

 
 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

申
請
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
仲
町
十
一
番
一
号 

 
 

 

深
谷
市
長 

小
島 

進 

 
 

ロ 

敷
地
の
位
置 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
仲
町
五
百
三
十
六
番
一
他
七
筆 

 

ハ 

建
築
物
の
用
途 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

児
童
館
、
幼
稚
園
及
び
工
場
（
共
同
給
食
調
理
場
） 

二 

意
見
の
聴
取
の
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
（
火
） 

 
 

午
前
十
時
か
ら 

三 

意
見
の
聴
取
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
仲
町
十
一
番
一
号 

 
 

深
谷
市
役
所 

会
議
室
３
❘
１ 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
で
告
示
し
た
大
宮
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
下
水
道
事
業
さ
い
た
ま
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
、
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

 
 

 
 

千
五
百
四
十
六
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
二
号
、
昭
和
四
十
八 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号
、
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号
、 

 
 

 
 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
二
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四 

 
 

 
 

十
六
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
九
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
二
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号
、
昭
和
五
十
三
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号
、 

 

 
 

 
 

昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四 

 
 

 
 

百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
七
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
千
七
百
三
十
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十 

 
 

 
 

七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
二
十
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、 

 

 
 

 
 

昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百 

 
 

 
 

三
十
二
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
百
六
十
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
八
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉 

 
 

 
 

県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
四
号
、
昭
和 



 
 

 
 

六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
一 

 
 

 
 

号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三 

 
 

 
 

百
四
十
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百 

 
 

 
 

二
十
四
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八 

 
 

 
 

百
二
十
一
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

九
百
三
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百 

 
 

 
 

九
十
五
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

七
百
六
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

六
百
八
十
五
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

七
百
八
十
四
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
四
百
十
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
四
百
四
十
九
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号
、
平
成
十
一
年
埼 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
五
百
六
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号
、
平
成
十
二
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
一
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
、
平
成 

 
 

 
 

十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
三
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号
、 

 
 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十 

 
 

 
 

四
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
十
七
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

千
三
百
二
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
四
百
九
十
一
号
、
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
、
平
成
二
十
二 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号
、
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
、
平
成 

 
 

 
 

二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十 

 
 

 
 

一
号
、
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
五
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二 

 
 

 
 

百
五
十
四
号
、
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号
、
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

三
百
十
号
、
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
埼
玉
県
さ
い 

 
 

 
 

た
ま
市
西
区
西
大
宮
四
丁
目
、
大
字
清
河
寺
字
東
谷
及
び
字
須
場
、
北
区
日
進
町
三
丁 

 
 

 
 

目
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 
 

⑵ 

雨
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

合
流
区
域 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
七
十
七
号
で
告
示
し
た
春
日
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

春
日
部
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業
春
日
部
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

 



 

 

羽
生
外
野
栗
橋
線 

路
線
名 

羽
生
市
大
字
桑
崎
三
九
二
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
本
川
俣
七
五
〇
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
三
月
十
六
日 

（
午
前
十
時
） 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
九
月
八
日
付
け
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
二
十
八
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。

延
長
一
八
七
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

久
喜
騎
西
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

加
須
市
大
室
字
大
宮
一
四
番
三
地
先

か
ら 

加
須
市
正
能
字
弁
天
六
五
一
番
一
地

先
ま
で 

加
須
市
常
泉
字
見
竹
四
三
番
一
地
先

か
ら 

加
須
市
正
能
字
弁
天
六
五
一
番
一
地

先
ま
で 

加
須
市
大
室
字
大
宮
九
二
〇
番
一
地

先
か
ら 

加
須
市
正
能
字
寺
前
五
七
六
番
一
地

先
ま
で 

加
須
市
常
泉
字
立
野
五
三
一
番
一
地

先
か
ら 

加
須
市
正
能
字
寺
前
五
七
六
番
一
地

先
ま
で 

区 
 

 

間 

六
・
三
〇
～ 

 
 

 

一
九
・
七
五 

六
・
三
〇
～ 

 
 

 

一
八
・
二
一 

六
・
五
二
～ 

 
 

 
 

一
六
・
五
一 

六
・
五
二
～ 

 
 

 

一
六
・
五
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
〇
五
〇
・
八
八 

四
七
一
〇
・
一
三 

五
〇
三
一
・
九
二 

二
八
一
七
・
一
二 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
Ｂ
の
区
域
か
ら
除
外
す
る
部
分
は 

県
道
加
須
菖
蒲
線
と
し
て
存
置
す
る
。 

 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
九
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日 

午
後
三
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

 
 

訓
令
に
つ
い
て 

 

ハ 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 
 

ニ 

公
文
書
部
分
開
示
決
定
処
分
に
係
る
審
査
請
求
事
案
の
裁
決
に
つ
い
て 

 

ホ 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

ヘ 

そ
の
他 



告 
 

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
号 

 
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

 

歴
史
資
料 

考
古
資
料 

古
文
書 

彫
刻 種

類 

稲
生
家
資
料 

 
 

 

百
六
十
九
点 

小
敷
田
遺
跡
出
土
木
簡 

 
 

十
点 

 

附 

第
九
十
七
号
土
坑
出
土
土
器 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
点 

 
 
 

第
百
五
号
土
坑
出
土
土
器 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
三
点 

稲
生
家
文
書 

 
 

千
九
百
七
十
点 

木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像 

 
 

一
躯 

 

附 

光
背 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
称
及
び
員
数 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大

宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
二

百
十
九
番
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
船
木
台

四
丁
目
四
番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
四
丁
目
三
番

十
八
号
（
埼
玉
県
坂
戸

市
大
字
多
和
目
八
百
三

十
二
番
地
） 

埼
玉
県
熊
谷
市
桜
木
町

二
丁
目
三
十
三
番
地
二

（
埼
玉
県
熊
谷
市
代
九

百
四
十
四
番
地
） 

所
在
地 

（
所
有
者
住
所
） 

埼
玉
県

（
埼
玉
県

立
歴
史
と

民
俗
の
博

物
館
） 

埼
玉
県 

稲
生
正
幸 

宗
教
法
人

東
善
寺 

所
有
者 

(

管
理
者)

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
一
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一

項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
二
、
九
八
七
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
八
、
六
六
七
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
九
、
六
二
九
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
七
、
四
八
五
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
三
二
二
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
九
一
三
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
四
、
五
二
二
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
九
九
五
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
八
、
八
二
八
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
八
七
九
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
六
、
一
五
九
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
九
〇
〇
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
五
、
九
七
〇
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
五
五
八
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
六
、
九
五
三
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
一
四
八
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
、
九
一
四
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
二
八
五
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
〇
二
二
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
八
三
七
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
八
四
〇
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
七
、
五
〇
九
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
九
、
五
一
三
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
二
九
六
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
〇
六
〇
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
〇
五
六
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
三
四
六
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
四
九
七
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
九
八
三
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
一
、
三
七
八
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
八
二
四
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
四
一
三
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
六
、
五
八
〇
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
七
六
〇
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
七
八
四
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
五
、
九
一
二
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
一
、
五
一
九
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市
・
横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長
瀞
町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
二
四
九
人 

 

北
第
二
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
三
、
三
九
一
人 

 

北
第
三
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
一
、
七
〇
〇
人 

 

北
第
四
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
四
、
二
二
六
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
二
八
四
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
四
、
九
八
四
人 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
四
二
六
人 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
五
五
五
人 



 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
五
四
七
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
二
六
三
人 

 
東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
五
、
六
七
一
人 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
五
、
三
二
五
人 

 

東
第
九
区 
八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
三
七
四
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
六
二
四
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
、
六
五
二
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
七
八
六
人 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
号
（
令
和
六
年
三
月
八
日
第
四
百
九
十
六
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

 
 

行 

三 
 

 
 

変
更
後 

 

前
か
ら
一 

 

誤 中
央
区
本
町
三
丁
目
四
番
十
五
号 

 

正 中
央
区
南
本
町
三
丁
目
四
番
十
五
号 
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